
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
③消費下支え等を通
じた生活者支援

がんばる商店街活動支援事業

①物価高騰等に直面する市内商店街の売り上げ回復を図る
事業を支援することで、商店街の体制強化を図り、地域に根
差した商店街の持続・支援を図る
②補助金
③１商店街団体あたり基本額100万円+加盟店舗数×1万円
　４団体　５,７７０千円（加盟店舗数：４団体合計177店舗）
④市内の商店街４団体

R7.4 R8.3

2
⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等に
対する支援

がんばる運送事業者支援事業

①燃油高騰の影響に対する緊急対策として、社会インフラと
してだけでなく地元の雇用としても重要な運送事業者の事業
の維持及び改善を図るため、市内で自動車運送事業等を営
む中小事業者に対し支援金を給付する。
②補助金
③２万円×650台（見込台数）＝13,000千円、通信運搬費72
千円
④市内で自動車運送事業等を営む中小事業者

R7.4 R8.3

3

②エネルギー・食料
品価格等の物価高騰
に伴う子育て世帯支
援

保育所等給食支援事業

①保育所等の給食に係る材料費の高騰分を助成することに
より、これまで通りの栄養バランスや量を保った給食の実施
を担保するとともに、物価高騰の影響を受けている保護者負
担の軽減を図る。ただし、職員等にかかる給食費は除く
②補助金
③補助額：（主食+副食）月額1,300円×23,423人＝30,450千
円
　※その他（C欄）記載は、県補助金（保育所等給食支援費補
助金）
④市内の保育所、認定こども園

R7.4 R8.3

4

②エネルギー・食料
品価格等の物価高騰
に伴う子育て世帯支
援

小学校給食支援事業（Ｒ6物価高騰交
付金補正分）

①小学生の給食費を無償化することで、物価高騰の影響を
大きく受けている子育て世帯の負担軽減を図る。ただし、教
職員等にかかる給食費は除く
②賄材料費
③小学生2,912人　×　3,900円（月額給食費）　×　7ヵ月（9月
～3月）　＝79,497,600円
交付金（Ｒ6補正分）充当額：68,317千円、交付金（Ｒ7予備費
分）充当額：11,181千円
④小学生の保護者

R7.9 R8.3
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5

②エネルギー・食料
品価格等の物価高騰
に伴う子育て世帯支
援

小学校給食支援事業（Ｒ7物価高騰交
付金予備費分）

①小学生の給食費を無償化することで、物価高騰の影響を
大きく受けている子育て世帯の負担軽減を図る。ただし、教
職員等にかかる給食費は除く
②賄材料費
③小学生2,912人　×　3,900円（月額給食費）　×　7ヵ月（9月
～3月）　＝79,497,600円
交付金（Ｒ6補正分）充当額：68,317千円、交付金（Ｒ7予備費
分）充当額：11,181千円
④小学生の保護者

R7.9 R8.3

6

②エネルギー・食料
品価格等の物価高騰
に伴う子育て世帯支
援

子ども医療費助成拡充事業

①物価高騰により影響を受けた子育て世帯支援として、子育
て世帯の負担を軽減するため、1月あたり500円を上限として
いる小中学生の子ども医療費（A）、 重度障がい者医療費
（B）、ひとり親家庭等医療費（C）の自己負担額の助成を拡充
する
②医療助成費、印刷製本費、手数料、システム改修委託料
③【医療助成費】自己負担500円　→　0円（R7年10月～R8年
1月分）
　A：5,442,000円（対象数：6,156人、受診見込み：10,884人）
　B：89,000円（対象数：39人、受診見込み：178人）
　C:907,000円（対象数：809人、受診見込み：1,814人）
　【印刷製本費】医療証台紙や送付用封筒など
　A：480,000円　　B：90,000円　　C:25,000円
　【手数料】受診回数増加による手数料の増加分
　A：780,000円　　B：62,000円　　C:46,000円
　【システム改修委託料】
　A：1,392,000円
④小中学生の子どもがいる子育て世帯

R7.10 R8.1

7
③消費下支え等を通
じた生活者支援

証明書コンビニ交付手数料減免事業

①証明書交付時にマイナンバーカードを利用してコンビニ交
付サービスにおいて証明書等を取得した場合の交付手数料
の減免を行うことで、物価高騰の影響を受けた生活者支援を
行うもの。通常、市窓口交付での手数料は300円としているも
のをコンビニ交付の場合の手数料は200円としているが、コン
ビニ交付の場合は、さらに減免し手数料100円とする。
②手数料
③コンビニ交付委託料（減免による負担増分）100円×交付
枚数20,000件＝2,000千円
④コンビニ交付サービスを利用した証明書等取得者

R7.4 R8.3

8

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

水道事業会計エネルギー価格高騰対
策繰出金

①エネルギー価格高騰により各上水道施設の電気料金が高
騰し、水道事業の経営が圧迫され、水道使用料への価格転
嫁が危惧される。価格高騰分を一般会計から補てんすること
で、水道使用料への価格転嫁を抑制する。（公共の施設の使
用料を除く）
②繰出金
③電気料金高騰分 12,000千円（物価高騰前のＲ3とＲ6との差
額分）
④水道事業者

R7.4 R8.3

9

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

下水道事業会計エネルギー価格高騰
対策繰出金

①エネルギー価格高騰により各下水道施設の電気料金が高
騰し、下水道事業の経営が圧迫され、水道使用料への価格
転嫁が危惧される。価格高騰分を一般会計から補てんするこ
とで、下水道使用料への価格転嫁を抑制する。（公共の施設
の使用料を除く）
②繰出金
③電気料金高騰分 6,000千円（物価高騰前のＲ3とＲ6との差
額分）
④下水道事業者

R7.4 R8.3

10
④省エネ家電等への
買い換え促進による
生活者支援

住宅用太陽光発電システム設置補助
事業

①エネルギー価格高騰に歯止めがかからない中、家庭にお
けるエネルギーの安定的な供給並びにエネルギーの利用の
効率化及び最適化を図ることで生活者支援につなげるため、
住宅用省エネルギー設備の設置に要する経費を補助するも
の
②補助金
③太陽光発電システム80,000円×40件　＝3,200,000円
　 家庭用燃料電池システム40,000円×20件　＝,800,000円
④住宅用省エネルギー設備を設置した市民

R7.4 R8.3

11

②エネルギー・食料
品価格等の物価高騰
に伴う子育て世帯支
援

特定不妊治療助成金事業

①物価高騰の中、高額な不妊治療に悩む夫婦を支援するこ
とで、人口減という地域の課題解決を図る。
②助成金
③県の先進医療の助成を受けた者に対し、その上乗せとし
て、費用の２割、上限50,000円を助成
50,000円　×　20件　＝1,000,000円
④令和７年８月１日以降に治療開始した夫婦

R7.8 R8.3


